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一

告

　

示

福
井
県
告
示
第
３
２
９
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

７
５

条
第

２
項

に
規

定
す

る
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

廃
止

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
８

条
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
　

平
成

２
９

年
７

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

一
１

　
事

業
所

の
名

称

　
　

　
は

ま
だ

歯
科

ク
リ

ニ
ッ

ク

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
市

八
重

巻
町

２
０

７

　
３

　
事

業
者

の
名

称

　
　

　
は

ま
だ

歯
科

ク
リ

ニ
ッ

ク

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
平

成
２

９
年

６
月

１
日

　
５

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
居

宅
療

養
管

理
指

導

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
３

０
１

３
３

５
３

２

二
１

　
事

業
所

の
名

称

　
　

　
二

の
丸

苑

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
福

井
市

大
手

２
丁

目
２

１
－

３

　
３

　
事

業
者

の
名

称

　
　

　
社

会
福

祉
法

人
新

清
会

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
平

成
２

９
年

６
月

８
日

　
５

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
短

期
入

所
生

活
介

護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
７

０
１

０
２

７
２

８

三
１

　
事

業
所

の
名

称

　
　

　
有

料
老

人
ホ

ー
ム

と
ま

り
樹

　
２

　
事

業
所

の
所

在
地

　
　

　
越

前
町

瓜
生

町
３

１
－

１

　
３

　
事

業
者

の
名

称

　
　

　
ケ

ア
フ

ァ
ー

ス
ト

株
式

会
社

　
４

　
廃

止
届

出
受

理
年

月
日

　
　

　
平

成
２

９
年

６
月

２
９

日

　
５

　
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

　
　

　
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

　
６

　
介

護
保

険
事

業
所

番
号

　
　

　
１

８
７

０
３

０
０

９
４

２

　
　

福
井
県
告
示
第
３
３
０
号

　
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

１
２

３
号

）
第

１
１

５
条

の
５

第
２

項
に

規
定

す
る

指
定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
廃

止
届

出
が

あ
っ

た
の

で
、

同
法

第
１

１
５

条
の

１
０

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
　

平
成

２
９

年
７

月
１

８
日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

西
川

　
一

誠

１
　

事
業

所
の

名
称

　
　

は
ま

だ
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

２
　

事
業

所
の

所
在

地

　
　

福
井

市
八

重
巻

町
２

０
７

３
　

事
業

者
の

名
称

　
　

は
ま

だ
歯

科
ク

リ
ニ

ッ
ク

４
　

廃
止

届
出

受
理

年
月

日

　
　

平
成

２
９

年
６

月
１

日

５
　

サ
ー

ビ
ス

の
種

類

　
　

介
護

予
防

居
宅

療
養

管
理

指
導

６
　

介
護

保
険

事
業

所
番

号

　
　

１
８

３
０

１
３

３
５

３
２

　
制

限
付

き
一

般
競

争
入

札
を

実
施

す
る

の
で

、
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
第

５
条

の
規

定
に

よ
り

次
の

と
お

り
公

告
す

る
。

　
　

平
成

２
９

年
７

月
１

８
日

 

　
　

　
　

　
　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

　
　

　
　

　
　

　
　

　
理

事
長

　
林

　
雅

則

１
　

入
札

に
付

す
る

事
項

 

　
⑴

　
工

事
名

称

　
　

 　
福

井
県

立
大

学
小

浜
キ

ャ
ン

パ
ス

海
洋

生
物

資
源

学
部

棟
　

Ｐ
３

レ
ベ

ル
実

験
室

空
調

用
チ

ラ
ー

ユ
ニ

ッ
ト

更
新

工
事

　
⑵

　
工

事
場

所

　
　

　
福

井
県

小
浜

市
学

園
町

１
－

１

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
小

浜
キ

ャ
ン

パ
ス

　
⑶

　
工

事
期

間

　
　

 　
契

約
締

結
の

日
か

ら
平

成
２

９
年

１
１

月
３

０
日

（
木

）
ま

で

　
⑷

　
工

事
概

要

　
　

 　
Ｐ

３
レ

ベ
ル

実
験

室
空

調
用

チ
ラ

ー
ユ

ニ
ッ

ト
の

更
新

　
⑸

　
設

計
額

　
　

 　
４

，
８

１
６

，
０

０
０

円
（

消
費

税
お

よ
び

地
方

消
費

税
相

当
分

を
除

く
。

）

　
⑹

　
入

札
方

式

　
　

　
制

限
付

き
一

般
競

争
入

札
（

事
後

審
査

型
）

　
⑺

　
総

合
評

価
落

札
方

式
の

適
用

の
有

無

　
　

　
無

２
　

入
札

に
参

加
す

る
者

に
必

要
な

資
格

　
 　

こ
の

入
札

に
参

加
す

る
こ

と
が

で
き

る
者

は
、

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

契
約

事
務

取
扱

細

則
第

４
条

に
基

づ
き

競
争

参
加

者
の

資
格

を
有

す

る
者

で
、

次
に

掲
げ

る
条

件
を

す
べ

て
満

た
す

者

と
す

る
。

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学
公
告
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平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日
印
　
刷
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

-

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日
発
　
行
　
印
刷
人
　
〒
九
一
〇

-

〇
八
五
八
　
福
井
県
福
井
市
手
寄
一
丁
目
十
五

-

二
十
七
　
㈱
竹
下
印
刷
所
　
☎
㉔
二
二
二
一
番

　
⑴

 　
地

方
自

治
法

施
行

令
（

昭
和

２
２

年
政

令
第

１
６

号
）

第
１

６
７

条
の

４
に

規
定

す
る

者
で

な
い

こ
と

。

　
⑵

 　
入

札
の

日
に

お
い

て
現

に
福

井
県

の
指

名
停

止
措

置
を

受
け

て
い

る
者

で
な

い
こ

と
。

　
⑶

 　
会

社
更

生
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

５
４

号
）

に
基

づ
く

更
生

手
続

開
始

の
申

立
て

お
よ

び
民

事
再

生
法

（
平

成
１

１
年

法
律

第
２

２
５

号
）

に
基

づ
く

再
生

手
続

開
始

の
申

立
て

が
な

さ
れ

て
い

る
者

に
つ

い
て

は
、

手
続

開
始

の
決

定
後

、
福

井
県

が
別

に
定

め
る

手
続

に
基

づ
く

競
争

入
札

参
加

資
格

の
再

認
定

を
受

け
て

い
る

者
で

あ
る

こ
と

。

　
⑷

 　
福

井
県

競
争

入
札

参
加

資
格

者
名

簿
に

「
管

工
事

」
で

登
録

さ
れ

て
い

る
者

で
、

「
等

級
Ｂ

」
ま

た
は

「
等

級
Ｃ

」
で

登
録

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑸

 　
小

浜
市

内
に

、
入

札
書

を
提

出
す

る
日

の
前

日
か

ら
起

算
し

て
６

か
月

以
上

前
の

日
か

ら
引

き
続

き
主

た
る

営
業

所
を

有
す

る
者

で
あ

る
こ

と
。

　
⑹

 　
監

理
技

術
者

等
（

自
社

と
３

か
月

以
上

の
継

続
的

な
雇

用
関

係
が

確
認

で
き

る
者

に
限

る
。

）
を

こ
の

工
事

の
現

場
に

配
置

で
き

る
こ

と
。

な
お

、
こ

の
工

事
を

落
札

し
た

場
合

の
契

約
金

額
が

３
，

５
０

０
万

円
以

上
と

な
る

場
合

に
は

、
専

任
で

配
置

で
き

る
こ

と
。

た
だ

し
、

建
設

業
法

施
行

令
第

２
７

条
第

２
項

に
該

当
す

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

　
　

 　
監

理
技

術
者

に
あ

っ
て

は
、

監
理

技
術

者
資

格
者

証
お

よ
び

監
理

技
術

者
講

習
修

了
証

を
有

す
る

者
で

あ
る

こ
と

。

３
　

入
札

説
明

書
等

の
交

付
等

に
関

す
る

事
項

　
⑴

 　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

場
所

、
契

約
条

項
を

示
す

場
所

、
契

約
に

関
す

る
事

務
を

担
当

す
る

部
局

の
名

称
お

よ
び

所
在

地
な

ら
び

に
こ

の
入

札
に

関
す

る
問

合
せ

先

　
　

　
〒

９
１

７
－

０
０

０
３

　
　

　
福

井
県

小
浜

市
学

園
町

１
－

１

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
小

浜
キ

ャ
ン

パ
ス

企
画

サ
ー

ビ
ス

室

　
　

　
電

話
　

０
７

７
０

－
５

２
－

６
３

０
０

　
⑵

　
入

札
説

明
書

等
の

交
付

方
法

　
　

 　
入

札
説

明
書

等
は

本
学

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公

開
す

る
。

４
　

入
札

書
の

提
出

方
法

等

　
⑴

　
入

札
書

の
提

出
方

法

　
　

 　
入

札
書

は
、

入
札

の
日

時
に

入
札

の
場

所
へ

持
参

し
て

提
出

す
る

こ
と

。

　
　

 　
な

お
、

郵
便

等
ま

た
は

電
報

に
よ

る
入

札
書

の
提

出
は

、
認

め
な

い
。

　
⑵

　
入

札
の

日
時

お
よ

び
場

所

　
　

ア
　

日
時

　
　

　
 　

平
成

２
９

年
７

月
２

８
日

（
金

）
午

後
２

時

　
　

イ
　

場
所

　
　

　
　

福
井

県
小

浜
市

学
園

町
１

－
１

　
　

　
 　

公
立

大
学

法
人

福
井

県
立

大
学

小
浜

キ
ャ

ン
パ

ス
交

流
セ

ン
タ

ー
１

０
２

セ
ミ

ナ
ー

室

５
　

入
札

の
方

法

　
⑴

 　
落

札
者

の
決

定
に

当
た

っ
て

は
、

入
札

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
に

、
当

該
金

額
の

１
０

０
分

の
８

に
相

当
す

る
額

を
加

算
し

た
金

額
（

加
算

後
の

金
額

に
１

円
未

満
の

端
数

金
額

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
金

額
）

を
も

っ
て

落
札

金
額

と
す

る
の

で
、

入
札

参
加

者
は

、
消

費
税

お
よ

び
地

方
消

費
税

に
係

る
課

税
事

業
者

で
あ

る
か

免
税

事
業

者
で

あ
る

か
を

問
わ

ず
、

見
積

も
っ

た
契

約
希

望
金

額
の

１
０

８
分

の
１

０
０

に
相

当
す

る
金

額
を

入
札

書
に

記
載

す
る

こ
と

。

　
⑵

 　
入

札
参

加
者

は
、

入
札

参
加

申
請

書
を

平
成

２
９

年
７

月
２

７
日

（
木

）
午

後
４

時
ま

で
に

持
参

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

６
　

入
札

参
加

資
格

要
件

の
審

査
に

関
す

る
事

項

　
⑴

　
落

札
候

補
者

の
決

定

　
　

 　
予

定
価

格
の

制
限

の
範

囲
内

の
価

格
で

最
低

制
限

価
格

以
上

の
価

格
を

も
っ

て
申

込
み

を
し

た
者

の
う

ち
、

最
低

の
価

格
を

も
っ

て
申

込
み

を
し

た
者

を
落

札
候

補
者

と
す

る
。

　
⑵

　
入

札
参

加
資

格
確

認
申

請
時

の
提

出
資

料

　
　

 　
入

札
後

に
、

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書
等

提
出

依
頼

を
受

け
た

落
札

候
補

者
は

、
平

成
２

９
年

７
月

３
１

日
（

月
）

午
後

５
時

ま
で

に
次

の
書

類
を

持
参

に
よ

り
提

出
す

る
こ

と
。

　
　

ア
　

入
札

参
加

資
格

確
認

申
請

書

　
　

イ
 　

配
置

予
定

の
現

場
代

理
人

お
よ

び
監

理
技

術
者

等
の

資
格

、
経

歴
、

経
験

等

　
　

ウ
　

同
種

同
程

度
の

工
事

の
施

工
実

績

　
　

エ
 　

経
営

業
務

管
理

責
任

者
、

営
業

所
の

専
任

技
術

者
の

一
覧

表

　
　

オ
　

誓
約

書

７
　

そ
の

他

　
⑴

　
入

札
保

証
金

お
よ

び
契

約
保

証
金

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑵

　
入

札
の

無
効

　
　

 　
公

立
大

学
法

人
福

井
県

立
大

学
契

約
事

務
取

扱
細

則
第

２
１

条
の

規
定

に
よ

る
。

　
⑶

　
契

約
書

作
成

の
要

否

　
　

　
要

　
⑷

 　
こ

の
公

告
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
こ

の
入

札
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
入

札
説

明
書

等
に

よ
る

。


